
    資料 2 一 ]  Ⅱ 

「公益法人制度改革に 関する有識者会議」報告書における「非営利」の 考え方 

安 平成「 6 年 1 1 月 1 9 日に公表された「公益法人制度改革に 関する有識者会 
議」報告書では、 現行の公益法人制度を 抜本的に見直し、 新たな非営利法人制 

度を創設すべきと 提言されたところ。 
安 この報告書では、 営利法人と区別された「非営利法人」の 内容として、 「非 

営利」の考え 方及び「非営利法人」の 規律について、 次のとおりとされている。 
今後の医療法人制度もこれらを 踏まえた対応が 必要ではないか。 

[ 一般的な非営利法人制度 ( 抄 ) ] 

今 総則的事項 

一般的な非営利法人制度における 法人類型は、 一定の目的の 下に結合した 人 

の集合に法人格を 付与する社団形態の 非営利法人と 一定の目的の 下に結合さ 
れた一団の財産に 法人格を付与する 財団形態の非営利法人の 2 種類とし、 前 

者は「営利を 目的としない 社団」と定義するが、 後者については ，財団にお 
ける「 ョ匡 営利」の意味と 併せて検討する 必要があ る。 

ク 社団形態の非営利法人制度 

①趣旨 
営利 ( 剰余金の分配 ) を目的としない 団体に一般的に 法人格取得の 機会 

を付与することによって、 法人を設立して 活動しようとする 人々の自由 活 

発 な活動を促進する。 
②営利法人との 区別 

社員の権 利・義務の内容として、 ア ) 出資義務を負わない、 イ ) 利益 ( 剰 

金金 ) 分配請求権 を有しない、 ウ ) 残余財産分配請求権 を有しない、 ェ ) 

法人財産に対する 持分を有しないこととし、 営利法人制度との 区別を明確 
化する。 

今 社団形態の非営利法人の 規律の概要 

設立者の自由意志で 設立ができるよ う 準則主義で設立可能な 社団形態の非 

営利法人 ( 以下「法人」又は「社団法人」という。 ) については、 定款自治 
に 基づく自律的な 運営を確保するために 必要な規律を 定めることが 重要であ 
る。 このような観点から、 その組織及び 運営に関する 規律については、 次の 
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ようにすることが 適当であ る。 

①設立 

法人は、 社員となろうとする 2 人以上の者が、 定款を作成し、 公証人に 

よる定款の認証を 受け、 理事等の選任を 行い、 設立の登記をすることによ 
って成立するものとし、 設立時に一定の 財産を保有することは 要しない。 

また、 その行い得る 事業については、 格別の制限をせず、 公益活動を含 

め、 社員に共通する 利益を図ることを 目的とする活動やその 他の活動など 

幅広い活動ができることとする。 

②社員 
水制度を営利を 目的としない 団体に一般的に 適用可能な制度とする 見地 

から、 社員となる資格は、 各団体の定款で 定めることとする。 
また、 法人の活動に 必要な費用の 負担という観点から、 社員は、 定款の 

定めに基づき 経費支払義務を 負うこととするが、 法人の対覚的な 債務にっ 

いては、 責任を負わないものとする ( 有限責任 ) 。 
さらに、 社員がその意思に 反して、 法人の意思決定に 拘束されることが 

な い よ う 、 退社の自由を 法律上保障するものとする。 

③ガバナンス 
法人の機関として、 社員総会、 理事を必着とするほか、 定款の定め 

により監事の 設置を可能とし、 主として以下のような 規律を設ける。 
( ァ ) 社員総会 

社団法人は、 社員を基礎とする 団体であ るから、 社員の集合であ る 

社員総会は、 強行規定に反しない 限り、 いかなる事項についても 決 

議できることとする。 ただし、 個々の法人の 判断により、 定款で、 
社員総会の権 限を限定し，法人の 合理的な運営を 委ねる機関として、 
株式会社の取締役会と 同様の権 限を有する理事会を 設けることも 可 

能とする。 
( イ ) 理事 

理事は、 法人の業務の 決定及び執行を 行 う 。 その 連 解任は、 社員総 
会の決議による。 理事は、 各自法人を代表するが、 理事が複数 い る 

ときは、 代表理事を定めることも 可能とする。 
また、 民法は理事の 法人又は第姉者に 対する責任を 明 足 していない 

が、 法人運営の適正を 確保するため、 理事の法人又は 第三者に対す 
る 責任規定を設けることとする。 

さらに、 他の理事によって 理事の法人に 対する責任が 不問に付され ， 
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法人の利益が 害されることを 防ぐため、 株式会社制度と 同様の社員 

による代表訴訟制度を 新たに設けることとする。 
ただし、 理事による法人運営が 萎縮したり，理事の 人材の確保が 困 

難になることを 防止する観点から、 理事の法人に 対する責任制限に 
関する規定を 設ける方向で 検討する必要があ る。 その際、 報酬の有 
無や常勤・非常勤の 別に配慮するものとする。 

また、 濫訴防止の観点から、 代表訴訟の制限に 関する規定について 

も、 株式会社制度と 同様の検討を 行う必要があ る。 
( ウ ) 監事 

監事は、 法人の業務 ( 会計に関する 事項を含む ) を監査するものと 

し、 監査の実効性を 確保するための 権 限を法定する。 また、 
監事の連解任、 法人及び第姉者に 対する責任、 社員に よ る代表訴訟、 

監事の法人に 対する責任の 制限等について、 理事の場合と 同様の規 

律を置く。 

④計算等 
理事は、 事業年度毎に 計算書類を作成した 上、 社員総会に提出して、 

その承認を求めなければならないものとする。 
また、 法人の財務状況を 適切に開示するため、 社員及び法人の 債権 

者は，計算書類の 閲覧又は謄抄本の 交付を請求することができるも 
のとするほか、 理事は、 社員総会の承認を 得た貸借対照表若しくは 
その要旨を公告し 、 又は、 公告に代え、 インターネット 上のウェブ 
サイトに表示しなければならないものとする。 

⑤拠出金 
法人の非営利性を 維持しつっ、 その活動の原資となる 資金の調達手 

段を設けるとともに、 法人の財産的基礎の 維持を図るため、 定款の 

定めるところにより ，拠出金制度の 選択を可能とする。 
拠出金の返還は、 拠出額の限度に 限られ、 利息、 を付することはでき 

ないものとするほか、 清算時における 弁済の順序にっき、 他の一般 
債権 に劣後するものとする。 

⑥定款の変更 
定款の変更を 要する事態が 生じる場合に 備え、 定款の変更に 関する 

規定を置くこととする。 



定款は、 法人の根本規範であ るから、 その変更は理事会等の 決議に 
よって行うことはできず、 社員総会の特別決議を 要するものとする。 

⑦解散 
法人の解散事由を 法定するほか、 法人の継続に 関する規定を 設け、 

一定の場合には、 一旦解散した 法人が解散双の 状態に復帰すること 
を 認めることとする。 

⑧合併 
民法は、 公益法人同士の 合併を認めていないため、 複数の法人間で 

の事業の継続性の 確保や解散法人の 権 利・義務の包括承継を 実現す 

る方法がなく、 不都合であ る。 そこで、 社団法人同士の 合併手続に 
ついて所要の 規定を設けることとする。 

⑨清算 
公益性を要件としない 法人における 残余財産の帰属については、 法 

人の自律的な 意思決定に委ねることが 相当であ り、 定款又は社員総 
会の決議によって 定めるものとする。 

なお、 定款で残余財産の 帰属先を限定した 場合、 当該定めは変更で 
きないとする 法制上の措置を 検討する必要があ るとの意見もあ った。 

金 財団形態の非営利法人制度 

の 趣旨 

設立者が一定の 目的の下に提供した 財産に法人格取得の 機会を広 
げることによって、 設立者の創意に 基づく財産の 社会的な活用を 促 

進 する。 

②財団形態の 非営利法人の 規律の概要 

準則主義で設立可能となる 財団形態の 5% 営利法人 ( 以下、 「法人」 

又は「財団法人」という。 ) については、 設立者の意思を 尊重しつ 
っ、 その自律的な 運営を確保するために 必要な規律を 定めることが 
重要であ る。 特に、 財団法人には、 社員総会が存在しないため、 理 
事の業務執行を 牽制、 監督する新たな 機関 ( 評議員会 ) を法定する 

とともに、 理事の業務執行の 適正を確保するため、 監事を必 置 機関 

とする必要があ る。 
このような観点から、 その組織及び 運営に関する 規律については、 
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次のようにすることが 適当であ る。 
( ア ) 設立 

法人は、 法人を設立しょうとする 者が、 設立を目的とする 寄附行為 

( 設立行為 ) をもって、 財産の出えん、 寄附行為 ( 根本規則 ) の作 

成、 設立当初の評議員、 理事及び監事の 選任を行い、 公証人による 

寄附行為の認証を 受け、 設立の登記をすることによって 成立するが、 
設立時及び存続中の 最低保有財産規制として、 300 万円以上の純 
資産を保有しなければならない。 

なお、 法人の目的及び 事業に関し、 一定の制限を 設けることの 当否 

ほ ついて検討する 必要があ る。 
( イ ) ガバナンス 

法人の機関として、 評議員会、 理事会、 代表理事及び 監事を必着と 

し、 主として以下のような 規律を設ける。 
(1) 評議員及び評議員会 

評議員会は、 3 人以上の評議員により 構成され、 理事の解任， 
監事の連解任、 計算   類の承認など 法律で定める   項に限り、 決 

議 を行 う 機関とする。 また、 評議員の連解任は、 評議員会の決議 
によるものとする。 

(2) 理事及 び 理事会 
理事会は、 3 人以上の理事により 構成され、 法人の業務執行の 

意思決定を行うものとする。 また、 理事会の決議によって 代表 理 

事を選任することとし、 法人の業務の 執行は 、 ①代表理事、 ② 理 

事 会の決議により 法人の業務を 執行する者として 指名され、 その 

指名を受諾した 理事が行 う ものとする。 
理事の選任は、 理事会の決議によるものとし、 理事の法人及び 

第三者に対する 責任規定並びに 法人に対する 責任の制限に 関す 

る規定を設ける。 
(3) 監事 

監事は、 法人の業務 ( 会計に関する 事項を含む ) を監査するも 

のとし、 監査の実効性を 確保するための 権 限を法定する。 また、 
法人及び第姉者に 対する責任等について、 理事の場合と 同様の規 

律を置く。 



( ウ ) 計算等 
代表理事は、 事業年度毎に 計算書類を作成した 上、 評議員会に提出 

してその承認を 求めなければならないものとするほか、 法人の財務 

状況の開示について、 社団法人と同様の 規律を設けるものとする。 
Cn) 寄附行為 ( 根本規則 ) の変更 

民法には、 寄附行為の変更に 関する明文の 規定がない。 しかし、 財 

団 法人の場合であ っても、 社会情勢の変化等により、 寄附行為の変 
更を要する事態が 生じることは 避けられない。 そこで、 寄附行為の 
変更に関する 手続を法定することとする。 
寄附行為は、 設立者の意思に 基づく法人の 根本規範であ るから、 寄 

附行為を変更するには、 理事会の決議に 基づく寄附行為の 変更に関 
する議案について、 評議員会の特別決議を 要するものとする。 

( オ ) 解散 
法人の解散事由を 法定するほか、 前記 アの 最低保有財産規制により 

解散することとなった 法人がその清算手続結了までの 間に純資産額 
を 回復した場合、 法人の継続を 可能とすることの 当否について 検討 

する必要があ る。 
( 力 ) 合併 

社団法人の場合と 同様に、 財団法人同士による 合併の手続について、 
所要の規定を 設けることとする。 

( キ ) 清算 
公益性を要件としない 財団法人における 残余財産の帰属について 

は 、 寄附行為によって 定めるものとすることが 適当であ るが、 その 
内容に一定の 制限を設けるべきであ るとの意見のほか、 寄附行為で 

残余財産の帰属先を 限定した場合、 当該定めは変更できないとする 
法制上の措置を 検討する必要があ るとの意見もあ った。 
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